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２ 用語の説明 

 

○ 身体障害者 

本報告書においては、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者で 

調査基準日現在 18歳以上の者を身体障害者と表示した。 

 

○ 知的障害者 

 本報告書においては、東京都愛の手帳交付要綱に基づき、愛の手帳の交付を受けた者で調査基準日

現在 18歳以上の者を知的障害者と表示した。 

 

○ 精神障害者 

 本報告書においては、精神保健及び精神障害福祉に関する法律に基づき、精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者で調査基準日現在 18歳以上の者を精神障害者と表示した。 

 

○ 難病患者 

本報告書においては、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、医療費助成制度の対象と

なっている指定難病 338 疾病（調査基準日現在）と、東京都が単独で難病医療費助成を行っている８

疾病において助成を受けている者で調査基準日現在 18歳以上の者を難病患者と表示した。 

 

○ 身体障害者手帳 

身体に障害のある方が様々な支援を受けるために必要な手帳として交付されるもの。手帳の等級に

は１級から６級までがある。各等級は指数化され、２つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合

計指数により決定される。 

 

○ 愛の手帳 

   知的障害者（児）が様々な支援を受けるために東京都が独自に発行している手帳。国の制度として

は、療育手帳があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けている。障害の程度により、１度から４度

に区分されている。 

 

○ 精神障害者保健福祉手帳 

 精神に障害があるため、長期にわたって日常生活や社会生活に制限を受ける方の社会復帰や自立、

社会参加の促進を目的として交付される手帳。障害の程度により、１級から３級に区分されている。 

 

○ 身体障害の種類 

身体障害者手帳に記載されている障害の種類により、次の９種類に分類した。 

１ 視覚障害 

２ 聴覚障害 

３ 平衡機能障害 

４ 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 

５ 肢体不自由（上肢） 
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６ 肢体不自由（下肢） 

７ 肢体不自由（体幹） 

８ 肢体不自由（（脳原性運動機能障害）※脳性麻痺または乳幼児期以前に発現した脳性麻痺と類

似の症状がある方 

９ 内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、肝臓の機能の障害、免疫機能

障害） 

 

○ 難病患者の疾患群 

本報告書においては、難病について、次の 14の疾患群に分類した。 

１ 神経・筋疾患 

２ 代謝疾患 

３ 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 

４ 免疫疾患 

５ 循環器疾患 

６ 消化器疾患 

７ 内分泌疾患 

８ 血液疾患 

９ 腎・泌尿器疾患 

10 呼吸器疾患 

11 皮膚・結合組織疾患 

12 骨・関節疾患 

13 聴覚・平衡機能疾患 

14 視覚疾患 

 

○ 住居の種類 

１ 持家 

  調査対象者又はその家族が所有する住宅をいう。 

２ 福祉ホーム 

  障害者に、低額な料金で、居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必 

要な利便を提供し、障害者の地域生活を支援する施設をいう。 

  ３ グループホーム（共同生活援助） 

    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上

の援助を行う施設をいう。 

  ４ 重度身体障害者グループホーム 

    身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある重度身体障害者に対し、低額

な料金で日常生活に適するような居室、その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な利

便を提供し、障害者の地域生活を支援する施設をいう。 

 

○ 障害者施設及びその他の施設等 

１ 障害者支援施設 

 障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談
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及び助言その他の必要な日常生活上の支援（施設入所支援）を行うとともに、施設入所支援以外

の施設障害福祉サービス（生活介護、自立訓練及び就労移行支援）を行う施設をいう。 

 

  ２ 特別養護老人ホーム 

    原則として 65 歳以上の者で、身体上、精神上著しい障害があるため常時介護が必要で、家庭

での生活が困難な場合に入所して生活する施設をいう。 

 

  ３ 介護老人保健施設 

    原則として 65 歳以上の者であって、病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を

必要とする場合に入所して利用する施設をいう。 

 

  ４ 療養介護 

    医療及び常時の介護を必要とする障害者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護

及び日常生活の支援を行う施設をいう。 

   

  ５ 医療型障害児入所施設 

    障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行

う施設をいう。 

 

○ 医療費助成等 

１ 心身障害者医療費助成【都制度】 

  身体障害者手帳１級・２級の方（※）、愛の手帳１度・２度の方、精神障害者保健福祉手帳１級

の方を対象とした、医療費の助成制度。保険証を使って病院等で診療・投薬等を受けたときや、

治療用装具を作ったときの医療費を助成する制度をいう。 

  ※心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障

害の内部障害者は３級の人も含む。 

 

２ 自立支援医療（更生医療）【国制度】 

  身体障害者を対象として、手術や投薬などにより障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、ま

た障害の進行を防いだりする医療費について、負担を軽減する制度をいう。 

 

３ 自立支援医療（精神通院医療）【国制度・都制度】 

  精神障害者が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、その福祉の増進を図るこ

とを目的として、医療費の負担を軽減する制度をいう。 

 

４ 難病医療費等助成【国制度・都制度】 

  都内に住所がある人で、指定されている難病等にかかっている人を対象として、病院、診療所、

薬局などで、診療や薬剤などを受けた場合及び介護保険の医療系サービスを受けた場合に自己負

担する費用の全部又は一部を助成する制度をいう。 
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○ 仕事の種類 

１ 正規の職員・従業員 

  一般職員又は正社員などと呼ばれている人 

 

２ 会社等の役員 

会社の社長・取締役・監査役、団体の理事（長）・監事、公団や事業団の総裁・理事（長）・監事

などの役員 

 

３ 非正規の職員・従業員（パート・アルバイト・日雇等（契約職員・派遣職員を含む）） 

  雇用契約を結んで就労している一般職員、正社員以外の人 

【パート・アルバイト】 

就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそれらに近い名)

で呼ばれている人 

【日雇】 

日々又は 30日以下の期間を定めて雇用される雇用形態のこと。 

【契約職員】 

専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている人、雇用期間の定めのある

人 

【派遣職員】 

労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている人 

 

４ 自営業 

個人経営の商店や飲食店の店長、美容院・マッサージ店の事業主、開業医、弁護士・税理士等

の士業、ライター（作家）、Ｗｅｂデザイナーなど 

 

５ 家業の手伝い 

家族が農家や個人商店等を営んでいる場合で、農作業や店の仕事などを手伝っている人 

 

６ 内職 

家庭内で賃仕事をしている人 

 

○ 障害者の就労支援施設等 

１ 区市町村障害者就労支援センター 

障害者の一般就労の機会拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよう、身近な地域におい

て就労面と生活面の支援を一体的に提供することにより、障害者の一般就労を促進し、もって障害

者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とした施設 

 

２ 障害者就業・生活支援センター 

職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必

要とする障害者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域に
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おいて必要な指導、助言その他の支援を行うことにより、その雇用の促進及び職業の安定を図るこ

とを目的とした施設 

 

３ 就労移行支援事業所 

一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、生産活動等の機会の提供、その他就労に必

要な訓練、求職活動に関する支援、職場開拓、職場定着のために必要な相談支援等を行う施設 

 

４ 難病相談・支援センター 

難病患者やご家族、関係者からの療養生活に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を

行い、難病患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設 

 

５ 職場に派遣されたジョブコーチ 

障害者を雇用する企業等に出向いて、職場環境の調整や作業支援など、事業主、障害者双方に対

して、必要な支援を行うもの 

 

○ 収入の種類 

１ 賃金・給料 

  勤め先から支払いを受けた給料、賃金、賞与の合計額のことで、この中には税金や社会保険料

を含む。なお、就労継続支援Ａ型で、最低賃金の適用を受けている場合は「工賃」ではなく「賃

金・給料」が該当する。 

 

２ 事業所得 

  事業の総収入金額（売上額）から事業支出（仕入額＋その他の必要経費）を差し引いた金額 

 

３ 仕送り・小遣い 

単身赴任者を送り出している世帯などで、単身赴任をしている人の給与振込口座から生活費等

として毎月決まって引き出す場合も含む。また、現金だけでなく品物による場合も含む。 

 

４ 手当 

  児童手当法等による各種手当のこと。 

 

５ 雇用保険 

  求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付等のこと。 

 

６ 保険金・補償金 

  医療保険からの傷病手当金・出産手当金・休業手当金など、労働者災害補償保険法等による各

種補償費のこと。 
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○ 障害者総合支援法による障害福祉サービス（介護給付） 

１ 居宅介護（ホームヘルプ） 

  障害者（児）の居宅で、入浴、排せつ及び食事等の介護や、調理、洗濯及び掃除な 

どの家事、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助を行う。 

 

２ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の外出時に同行し、移動に必要な情報を提

供（代筆、代読を含む。）するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の必要な援助

を行う。 

 

３ 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常時

介護を必要とする障害者に、居宅で入浴、排せつ及び食事等の介護や、調理、洗濯及び掃除などの

家事、外出時における移動中の介護、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助を総合

的に行う。 

 

４ 行動援護 

知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有する人で、常時介護を要する人に、行動する

際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の

介護その他行動する際に必要な援助を行う。 

 

５ 重度障害者等包括支援 

常時介護を要し、介護の必要性がとても高い障害者（児）に、居宅介護等複数の障害福祉サービ

スを包括的に行う。 

 

６ 短期入所（ショートステイ） 

居宅で介護する人が病気の場合等、一時的に自宅での生活に支障がある障害者（児）に、短期間、

夜間も含め施設等で、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。 

 

７ 生活介護 

常時介護を必要とする障害者に、施設で主に日中、入浴、排せつ及び食事の介護を行うとともに、

創作的活動又は生産活動の機会等を提供する。 

 

○ 障害者総合支援法による障害福祉サービス（訓練等給付） 

１ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

  障害者に、自立した日常生活又は社会生活をできるよう、一定期間、身体機能又は 

生活能力の向上のために必要な訓練、生活等に関する相談・助言等の支援を行う。 

 

２ 就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、生産活動の機会の提供等、就労に必要な
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知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就

職後の職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。 

  

３ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

  一般企業等への就労が困難な障害者に、働く場を提供するとともに、生産活動の機 

会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 

 

４ 就労定着支援 

  生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用

された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整

を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、

指導及び助言等の必要な支援を行う。 

 

５ 共同生活援助（グループホーム） 

  地域で共同生活を行うのに支障のない障害者に、夜間や休日、共同生活を行う住居 

で、相談、入浴、排せつ及び食事の介護その他日常生活上の援助を行う。 

 

６ 自立生活援助 

    居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪

問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要

な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必

要な援助を行う。 

 

○ 障害者総合支援法による地域生活支援事業 

１ 相談支援事業 

  障害者（児）やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な

援助を行う。また、協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う。 

 

２ 意思疎通支援事業 

  聴覚、言語機能、音声機能、視覚・失語・知的・発達・高次脳機能・重度の身体などの障害や難

病のため、意思疎通を図ることに支障がある人を支援するために、手話通訳や要約筆記、点訳等

を行う人の派遣等を行う。 

 

３ 日常生活用具給付等事業 

  重度障害のある障害者（児）に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付又は貸与を行

う。 

 

４ 移動支援事業 

  屋外での移動が困難な障害者（児）に、外出のための支援を行う。 
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５ 地域活動支援センター 

  創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図る。 

 

○ 補装具費の支給 

  障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図るために、障害児については、将来社 

会人として独立自活するための素地の育成・助長のため、補装具（義肢、装具、車いす等）の購入費、

修理費のための金銭の支給を行う。 

 

○ 障害支援区分 

障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す６段階の区分

（区分１～６：区分６の方が必要とされる支援の度合いが高い）。必要とされる支援の度合いに応じ

て適切なサービスが利用できるように導入されている。 

 

○ 介護保険制度によるサービス 

１ ホームヘルプサービス（訪問介護） 

  介護福祉士やホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護や、調理・

洗濯・掃除などの家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活上の援助を行う。 

 

２ 訪問入浴介護 

  看護師やホームヘルパーが移動入浴車等で各家庭を巡回し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介

護を行う。サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を考慮

して、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。 

 

３ 訪問看護 

  病状が安定期にある要介護者等に対して、訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師など

が家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行う。サービスの提供に当たっては、主

治医との密接な連携に基づき、利用者の療養生活を支援し、心身機能の維持回復及び生活機能の

維持又は向上を図る。 

 

４ 訪問リハビリテーション 

  病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が家

庭を訪問して、心身機能の維持回復を図り、自立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指して理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。 

 

５ デイサービス（通所介護） 

  老人デイサービスセンター等に通い、日中の食事・入浴（浴室がある施設のみ）の提供とその

介護、生活等についての相談・助言、健康状態等の確認等、日常生活上の世話と機能訓練を行う。

利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や、家族の身体的・精神的負担の軽減を

図る。 
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６ デイケア（通所リハビリテーション） 

  介護老人保健施設や介護医療院、病院、診療所等に通い、心身機能の維持回復を図り、日常生

活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。

認知症高齢者については、その特性に応じたサービスを提供する。 

   

  ７ ショートステイ（短期入所生活介護） 

    老人短期入所施設や特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事の介護等の日

常生活上の世話や機能訓練等のサービスが提供される。心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・

出張等のため、又は家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常

生活に支障がある場合に利用する。連続した利用は 30日までとなっている。 

 

○ 訪問診療 

患者宅に計画的、定期的に訪問し、診療を行うもの 
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３ 東京都福祉保健基礎調査の実施状況（過去 10年間） 

 

※調査名は、平成 17年度までは東京都社会福祉基礎調査、平成 18年度以降は東京都福祉保健基礎調査 

年度 調 査 名 調査基準日 調査対象・客体数

H26.10.15 世帯　     　6,000世帯 1　世帯と世帯員の状況 2　健康と医療に関する意識
世帯員　　　 6,931人 (1)　基本的属性 (1)　食生活、運動など生活習慣

(2)　就業の状況 (2)　健診・がん検診・肝炎ウィルス
(3)　医療機関の受診状況 　 検診などの受診状況
(4)　住居の種類 (3)　医療情報について
(5)　世帯の年収額　など (4)　がん医療・在宅医療・リハビリ

　 テーション医療について
(5)　都の保健医療関連施策の認知度 など

H27.10.14 65歳以上の在宅の高齢者 1　基本事項  7　コミュニケーションについて
　　　　　　 　6,000人 2　健康状態について  8　不安や悩み事について

3　医療について  9　社会参加について
4　介護サービス等について 10　就労について
5　認知症について 11　経済状況について
6　住まいについて 12　行政への要望について

H28.10.12 世帯　     　6,000世帯 1　世帯と世帯員の状況 2　福祉のまちづくりに関する意識
世帯員　　　 6,700人 (1)  世帯の状況 (1)　ユニバーサルデザインについて

　　 世帯の構成、住居の状況、 (2)　住まい・外出先のバリアフリー
　 経済の状況 　 の状況について
(2)　世帯員の状況 (3)　子育て支援・児童虐待について
　　 保育・教育の状況、手帳の (4)　障害者支援について
　 取得状況、就業の状況、介護 (5)　地域福祉について
　 等の状況

H29.10.11 小学生までの子供を 1　世帯と世帯員の状況 3　子育てに関する実態と意識
養育する世帯 4,800世帯 (1)　調査世帯の概況等 (1)　就労について
20歳未満の子供を養育 (2)　就学前の子供がいる世帯 (2)　育児休業制度
するひとり親世帯 (3)　小学生の子供がいる世帯 (3)　子育てに関して感じること
　　　　　　 1,200世帯 (4)　地域における子育て

2　20歳未満の子供を養育 (5)　家族のコミュニケーション
　 するひとり親世帯の状況 (6)　夫婦の家事・育児分担

(7)　東京の子供・子育て支援について
H30.10.17 身体障害者 　  4,000人 1　対象者の概況 6　施設入所

知的障害者 　  1,200人 2　障害の状況、健康医療 7　地域生活と社会参加など
精神障害者 　    800人 3　日常生活の状況 8　災害関係
難病患者 　 　 1,200人 4　就労の状況

5　障害者総合支援法による 　
　 障害福祉サービス等

R1.10.16 世帯　     　6,000世帯 1　世帯と世帯員の状況 2　健康と医療に関する意識
世帯員　　　 6,200人 (1)　基本的属性 (1)　食生活、運動など生活習慣

(2)　就業の状況 (2)　特定健康診査・がん検診などの
(3)　医療機関の受診状況 　 受診状況
(4)　住居の種類 (3)　医療情報について
(5)　世帯の年収額　など (4)　がん医療・在宅医療・リハビリ

　 テーション医療について
(5)　都の保健医療関連施策の認知度 など

R2.10.14 65歳以上の在宅の高齢者 1　基本事項  8　生きがいについて
　　　　　　 　6,000人 2　健康状態について  9　不安や悩み事について

3　医療について 10　社会参加について
4　介護サービス・介護予防など 11　就労について
5　認知症について 12　経済状況について
6　住まいについて 13　災害関係について
7　コミュニケーションについて 14　行政への要望について

R3.10.13 世帯　     　6,000世帯 1　世帯と世帯員の状況 2　福祉のまちづくりに関する意識
世帯員　　　 5,042人 (1)  世帯の状況 (1)　ユニバーサルデザインについて

　　 世帯の構成、住居の状況、 (2)　住まい・外出先のバリアフリー
　 経済の状況 　 の状況について
(2)　世帯員の状況 (3)　子育て支援・児童虐待について
　　 保育・教育の状況、手帳の (4)　障害者支援について
　 取得状況、就業の状況、介護 (5)　地域福祉について
　 等の状況

R4.10.12 小学生までの子供を 1　世帯と世帯員の状況 (4)　地域における子育て
養育する世帯 4,800世帯 (1)　調査世帯の概況等 (5)　家族のコミュニケーション
20歳未満の子供を養育 (2)　就学前の子供がいる世帯 (6)　夫婦の家事・育児分担
するひとり親世帯 (3)　小学生の子供がいる世帯 (7)　東京の子供・子育て支援について
　　　　　　 1,200世帯 2　20歳未満の子供を養育 4　子供の生活状況と意識

　 するひとり親世帯の状況 (1)　興味・関心があること
3　子育てに関する実態と意識 (2)　心配ごとや悩みごとの相談先
(1)　就労について (3)　学校生活について
(2)　育児休業制度 (4)　家庭生活について
(3)　子育てに関して感じること

R5.10.11 身体障害者 　  4,000人 1　基本的属性 5　障害者総合支援法による障害福祉サービス等

知的障害者 　  1,200人 2　障害の状況、健康・医療 　 介護保険制度におけるサービス等
精神障害者 　  1,200人 3　日常生活の状況 6　施設入所（施設入所者対象）
難病患者 　 　 1,200人 4　就労の状況、経済基盤 7　その他の福祉サービス等

7 社会参加等、情報の入手や 8　災害関係
　コミュニケーションの手段

5

障害者の生活実態

4

東京の子供と家庭

2

高齢者の生活実態

3

都民の生活実態と意識
（福祉のまちづくり）

令和

元

都民の健康と医療に関
する実態と意識

障害者の生活実態

30

28

都民の生活実態と意識
（福祉のまちづくり）

調　　　査　　　事　　　項

29

東京の子供と家庭

27

高齢者の生活実態

平成

26

都民の健康と医療に関
する実態と意識


